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わ
が
国
の
准
看
護
婦
制
度
は
大
正
四
年
の
内
務
省
令
看
護
婦
規

則
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
が
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ

て
い
な
い
。
今
回
戦
前
の
医
療
関
係
法
規
の
解
説
書
や
地
方
医
師

会
史
、
職
業
婦
人
の
実
態
調
査
な
ど
か
ら
、
看
護
婦
規
則
下
の
准

看
護
婦
の
実
態
の
一
部
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
報
告
す

る
。

准
看
護
婦
免
状
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
の
大
日
本
私
立
衛
生
会

南
条
支
部
主
催
の
看
護
婦
講
習
会
を
明
治
四
十
四
年
に
受
講
し
、

翌
年
卒
業
し
た
丸
岡
し
げ
に
大
正
四
年
十
二
月
に
授
与
さ
れ
た
も

の
が
あ
る
（
「
武
生
医
師
会
誌
」
）
。
高
知
県
で
は
別
科
看
護
婦
と
い

う
伝
染
病
患
者
の
看
護
の
み
に
従
事
す
る
看
護
婦
を
認
め
て
い
た

が
、
看
護
婦
規
則
施
行
後
は
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
た

４
看
護
婦
規
則
下
に
お
け
る
准
看
護
婦
の
実

能
心

Ｉ
免
状
授
与
・
資
格
要
件
・
看
護
料
金
に
関
し
て

平

尾
真
智
子

め
、
大
正
四
年
九
月
二
日
に
特
に
看
護
婦
試
験
を
行
い
、
合
格
者

に
は
九
月
中
に
看
護
婦
免
状
を
交
付
し
、
不
合
格
者
の
な
か
で
看

護
学
術
に
つ
き
相
当
の
素
養
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
規

則
施
行
後
、
准
看
護
婦
免
状
を
交
付
し
た
（
「
大
日
本
私
立
衛
生
会

雑
誌
第
三
九
一
号
』
）
。
静
岡
県
小
笠
医
師
会
で
は
大
正
四
年
か
ら

一
年
の
看
護
婦
養
成
所
卒
業
者
に
無
試
験
で
准
看
護
婦
の
免
状
を

与
え
て
い
た
（
「
小
笠
医
師
会
史
乞
。
長
野
県
医
師
会
で
も
大
正
七

年
に
数
カ
月
の
修
業
で
無
試
験
で
准
看
護
婦
の
免
状
を
出
す
こ
と

を
県
に
要
望
す
る
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
た
二
長
野
県
医
師
会

史
」
）
。
岐
阜
県
女
子
師
範
学
校
で
は
昭
和
十
一
年
に
二
カ
年
で
師

範
学
校
生
に
学
校
看
護
婦
の
講
習
会
を
実
施
し
た
が
、
修
了
者
に

は
す
べ
て
准
看
護
婦
免
状
を
交
付
し
た
（
『
養
護
教
員
の
歴
史
」
）
。

准
看
護
婦
の
資
格
に
関
す
る
府
県
か
ら
内
務
省
衛
生
局
へ
の
照

会
と
し
て
、
年
齢
に
つ
い
て
は
静
岡
県
知
事
照
会
（
大
正
五
年
六
月

一
四
日
衛
第
三
四
一
四
号
）
、
大
阪
府
知
事
照
会
（
大
正
一
四
年
七
月

一
七
日
衛
第
七
六
九
二
号
）
（
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
、
香
川
県
か
ら
も
同

様
の
照
会
）
、
警
視
総
監
照
会
（
大
正
一
四
年
八
月
五
日
乙
衛
第
一
八

八
一
号
ノ
ー
）
が
あ
る
。
住
所
移
転
と
免
許
の
効
力
に
つ
い
て
は
、

「
十
八
歳
未
満
ノ
准
看
護
婦
住
所
ヲ
他
ノ
道
府
県
二
移
シ
タ
ル
場
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合
ノ
免
許
ノ
効
力
二
関
ス
ル
件
」
と
し
て
、
警
視
総
監
照
会
（
大

正
一
四
年
二
月
一
二
日
乙
衛
第
一
八
八
一
号
ノ
三
）
が
、
「
准
看
護

婦
住
所
ヲ
他
ノ
道
府
県
二
移
シ
タ
ル
場
合
ノ
免
許
ノ
効
力
二
関
ス

ル
件
」
と
し
て
栃
木
県
知
事
照
会
（
昭
和
二
年
一
月
一
四
日
衛
発
第

一
三
四
三
四
号
）
が
あ
る
。
二
医
事
関
係
法
令
要
覧
」
昭
和
九
年
）

准
看
護
婦
の
看
護
料
金
と
し
て
、
大
阪
府
看
護
婦
会
組
合
規
約

に
は
病
気
の
種
類
別
に
、
正
看
護
婦
と
准
看
護
婦
の
料
金
が
掲
載

さ
れ
、
徳
島
県
派
遣
看
護
婦
協
会
派
遣
規
則
・
富
山
県
看
護
婦
規

則
施
行
細
則
に
は
一
等
か
ら
三
等
ま
で
の
看
護
婦
料
金
表
が
あ

り
、
こ
の
う
ち
の
三
等
看
護
婦
は
准
看
護
婦
で
あ
る
。
ま
た
大
阪

に
は
独
自
の
「
准
看
護
婦
会
」
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
正
看
護
婦
、

准
看
護
婦
の
ほ
か
に
無
資
格
無
免
許
の
病
人
付
添
婦
を
も
会
員
と

し
て
い
る
も
の
で
、
主
と
し
て
病
院
の
付
添
婦
を
紹
介
し
、
会
長

は
男
性
で
あ
る
含
職
業
婦
人
調
査
』
昭
和
二
年
）
。

東
京
看
護
婦
組
合
連
合
会
の
設
置
す
る
東
京
看
護
婦
学
校
講
師

の
井
口
乗
海
は
、
近
年
患
者
の
看
護
に
派
出
婦
が
雇
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
内
務
省
衛
生
局
長
よ
り
庁
府
県
長
官
宛
に
、
昭
和
十
年

十
月
十
八
日
に
「
付
添
婦
取
締
二
関
ス
ル
件
」
（
衛
発
第
三
七
九
号
）

が
出
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
付
添
婦
、
派
出
婦
と
し
て
看
護

の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
「
看
護
婦
規
則
違
反
」
と
な
り
、
取

締
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
、
試
験
に
合
格
し
て
年
齢
の
足
り
な
い

も
の
も
准
看
護
婦
免
状
を
も
ら
っ
て
働
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、
看
護
婦
学
校
を
卒
業
し
試
験
を
受
け
て
不
合
格
と
な
っ
た
よ

う
な
も
の
も
准
看
護
婦
免
状
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

を
同
窓
会
誌
に
載
せ
て
い
る
（
「
光
明
第
十
九
号
』
）
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
看
護
婦
規
則
下
の
准
看
護
婦
免
状
授
与
者

の
修
業
履
歴
の
内
容
、
年
齢
な
ど
の
資
格
要
件
の
実
態
、
職
業
と

し
て
の
看
護
料
金
、
病
人
付
添
婦
と
の
競
合
が
免
状
授
与
へ
与
え

た
影
響
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
山
梨
県
立
看
護
大
学
）


